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                 会 議 録 

 平成24年４月20日逗子市教育委員会４月定例会を逗子市役所５階第５会議室に招集した。 

 

◎ 出席者 

  委 員 長                         竹 村 史 朗 

  教 育 委 員                         山 西 優 二 

  教 育 委 員                         桑 原 泰 恵 

  教 育 委 員                         横 地 みどり 

  教 育 長                         青 池   寛 

  教 育 部 長                         柏 村   淳 

   

教 育 部 次 長                                       

    教育総務課長事務取扱                       

  学 校 教 育 課 長                         柳 原 正 廣 

  学 校 教 育 課 主 幹                         吉 川 裕 美 

  学 校 教 育 課 主 幹                         醍 醐 克 則 

   

社 会 教 育 課 長                       

  社会教育係長事務取扱                                      

  小坪公民館長事務取扱                       

  沼間公民館長事務取扱                       

  

 社 会 教 育 課 副 主 幹                                        

    文化財保護係長事務取扱                       

  教 育 研 究 所 長                         鹿 嶋 真 弓 

  図 書 館 長                         小 川 俊 彦 

  図 書 館 館 長 補 佐                         鈴 木 幸 子 

  市民協働部担当部長                         森 本 博 和 

  市民協働部文化振興課長     高 野 眞也子 

  市民協働部スポーツ課長     宮 崎   豊 

  福祉部児童青尐年課長                         翁 川 昭 洋 

沼 田 広 純 

原 田 恒 二 

橋 本 直 樹 
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  事務局 

  教育総務課課長補佐                         浅 羽 弥栄子 

  教 育 総 務 課 主 任                         土 屋 直 之 

 

 

◎ 開会時刻    午前１０時００分 

◎ 閉会時刻    午前１０時５３分 

 

◎ 会議録署名委員決定  桑原委員、山西委員 
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 おはようございます。会議に先立ち、傍聴の皆様にお願いいたします。傍聴に際しまして

は、入口に掲示されております注意事項をお守りくださるようお願いいたします。なお、報

道関係者以外の録音、写真撮影につきましては、許可しておりませんので、御了承ください。

また、教育委員会の議決により、秘密会にすべき事項と思われる案件が出されたときには、

退場いただく場合がありますので、御了承ください。 

 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成24年逗子市教育委員会４月定例会を開会

いたします。 

 それでは会議に入ります。本日の会議日程はお手元に配付したとおりでございます。 

 会議規則により、本日の会議録署名委員は桑原委員、山西委員にお願いいたします。 

 これより会議日程に入ります。 

 初めに本日の審査順序を決めたいと思います。本日の案件のうち、日程第３「報告第９

号」は奨学金受給者の氏名等個人情報を取り扱う案件のため、秘密会を予定していますので、

他の日程を先に行い、最後に報告第９号の審議を行いたいと思います。 

 お諮りいたします。本日の審議は、日程第２の次に日程第４から日程第７までを行い、最

後に日程第３の順序で行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声多数 ） 

 御異議がないようですので、そのように進めさせていただきます。 

 

 

 次に、日程第１「教育長報告事項について」を議題といたします。 

 教育長からの報告をお願いいたします。 

 

 報告いたします。湘三管内教育長会議が３月29日、県藤沢合同庁舎で行われました。主な

議題としては、平成23年度末と平成24年度初めの人事について話し合われました。 

 次に、教職員の事故・不祥事防止について、平成23年度の懲戒処分は、免職が10件を含む

26件と、過去５年間で最多であり、各委員会におかれましても特段の指導に努めてほしいと

いう話がありました。 

 教頭候補者選考試験について、管理職として学校経営に携わる教頭に求められる適性、能
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力及び意欲を多様な方法で評価し、適任者を選考するという趣旨の説明がありました。 

 次に、平成23年度の研修等事業報告と平成24年度の計画の報告がありました。 

 次に、平成24年度県委託等事業、本市ではかながわ学びづくり推進地域研究として、沼間

小学校と中学校が受けています。 

 次に、本市の教育委員会に係る主な行事としては、３月30日、退職者辞令交付、４月２日、

人事辞令交付式、４月４日、第１回校長会、同じ日に第１回初任者研修会、今年度につきま

しては小学校７名、中学校５名の12名でした。 

 ４月５日、教頭会議、今年度は新人１人、横須賀より１名ということであります。４月６

日、体育指導員委嘱、60人にお渡しいたしました。 

 ４月11日、逗子市教育研究会総会がありました。 

 ４月13と15日、市功労賞受賞式がありました。 

 ４月16日、県の学習状況調査。今回は悉皆で行いました。 

 ４月17日、全国学習状況は、抽出で久木小と久木中が行いました。以上です。 

 

 はい、ありがとうございました。教育部長、お願いします。 

 

 平成24年逗子市議会第１回臨時会の概要につきまして御報告させていただきます。市議会

第１回臨時会は、会期を４月12日の１日間として開催されまして、付議事案は専決処分の承

認についての議案２件、条例改正の議案１件が上程されましたが、いずれも教育部に係る案

件ではございませんでした。 

 まず、招集後の本会議におきまして、会期の決定がなされた後、全員協議会が開かれまし

て、幹部職員の紹介等が行われ、引き続き本会議が再開されまして、議案３件は即決されま

した。 

 続いて、議会の各役職について、任期満了及び辞職等に伴う選任及び選挙が行われ、新議

長には眞下議員が、新副議長には高野毅議員が選ばれました。また、教育民生常任委員には、

塔本議員、原口議員、加藤議員、毛呂議員、橋爪議員、高野典子議員、高野毅議員、菊池議

員、丸山議員、岡本議員が選任されました。なお、毛呂議員は同日付で辞職しております。 

 そのほか、総務建設環境常任委員及び基地対策特別委員等の選任が行われ、平成24年逗子

市議会第１回臨時会は閉会しました。以上で市議会第１回臨時会の報告を終わります。 

 引き続き、４月１日付で人事異動がありましたので、退職となりました職員について御紹
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介いたします。原田教育部次長です。原田次長は、教育総務課長の事務も取り扱います。続

きまして柳原学校教育課長です。醍醐学校教育課主幹です。沼田社会教育課長です。高野文

化振興課長兹文化プラザホール館長です。以上でございます。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 

 本件について、御質疑、御意見はありませんか。 

 御質疑、御意見がないようですので、教育長報告事項についてを終わりにいたします。 

 

 

 

 日程第２「報告第８号教育委員会職員の人事について」を議題といたします。 

 事務局より報告をお願いします。 

 

 報告第８号教育委員会職員の人事について報告申し上げます。 

 教育委員会職員の人事については、緊急を要したため、逗子市教育委員会教育長に委任す

る事務等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、別紙のとおり平成24年４月１日付で教

育長の臨時代理により行いましたので、同条第２項の規定に基づき御報告するものです。以

上です。 

 

 はい、ありがとうございます。本件について、御質疑、御意見はありませんか。 

 よろしいですか。御質疑、御意見がないようですので、本件については承認することでよ

ろしいでしょうか。 

                （ 全員異議なし ） 

 御異議がないようですので、承認することに決定いたしました。 

 

 

 

 日程第４「報告第10号逗子市社会教育委員の辞任及び任命について」を議題といたします。

事務局より報告をお願いします。 
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 それでは、報告第10号逗子市社会教育委員の辞任及び任命について御報告申し上げます。 

 逗子市社会教育委員である小坪小学校長であります大内委員は、本年４月１日付の逗子市

公立小学校校長会会長からの推薦者の変更に基づき、久木小学校長 両角委員を社会教育委

員として任命する必要があることから緊急を要したため、逗子市教育委員会教育長に委任す

る事務に関する規則第３条第１項に基づき、別紙のとおり教育長の臨時代理により辞任を承

認し、新たに委員を承認し任命したので、同条第２項の規定に基づき報告し、承認を求める

ものでございます。以上です。 

 

 はい、ありがとうございます。本件について御質疑、御意見はありませんか。 

 よろしいですか。それでは、御質疑、御意見がないようですので、本件については承認す

ることでよろしいでしょうか。 

                （ 全員異議なし ） 

 御異議がないようですので、承認することに決定いたしました。 

 

 

 

 日程第５「議案第４号平成24年度工事計画の策定について」を議題といたします。事務局

より説明をお願いします。 

 

 議案第４号平成24年度工事計画の策定について御説明いたします。 

 平成24年度における1,000万円以上の工事計画は５件でございます。そのうち、学校建物

の延命化を図ることを目的とした外壁防水改修工事は、昨年度も実施しました沼間小学校及

び沼間中学校に施工する番号で言いますと１番及び３番の２件が該当いたします。 

 ２の久木中学校別棟新築工事は、生徒数の自然増及び中学校給食の実施に伴う施設整備に

よる教室不足に緊急に対忚するため、昨年度解体撤去した木造校舎跡地に４教室分の建物を

建設するものです。 

 ４の名越切通大切岸安全対策工事は、平成22年の大切岸直下の落石事故を受け、23年度に

現地調査と対策工事の実施設計を行い、その設計に従って今年度工事を行うものです。 

 ５の長柄桜山古墳群第１号墳整備工事は、整備基本計画に基づき、遺跡の保存と公開、活
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用に向けた本格的な整備の始めとなります。今年度の工事として、第１号墳の樹木伐採、搬

出処分を行います。樹木の伐採は２カ年で終了する予定です。 

 以上で平成24年度工事計画の策定についての説明を終わります。 

 

 はい、ありがとうございました。本件について御質疑、御意見はありませんか。 

 

 番号２番の久木中学校の新築工事のほうなんですが、工事のスケジュール、いつ工事され

て、いつでき上がって、生徒たちが入れるか等について、ちょっと伺いたい。 

 

 入札等の手続と建築確認の手続というのがありまして、その部分は尐し読めないところは

あるんですが、工事に入ってしまえば、２カ月ぐらいの工期で建物は建てられるという話で

すので、我々としてはなるべく、できれば夏休みの終了後が一番望ましいんですけれども、

10月ぐらいまでには整備をしたいと考えております。 

 

 今、まず10月に完成したとしますと、予定としては今、ほかの教室を使っている生徒たち

もそちらで授業を受ける、もしくはクラスを、学級の部屋をそちらに移動するような計画も

お持ちだということですか。 

 

 基本的に普通教室のほうは、既存の校舎に集めまして、今、普通教室を尐人数教室として

改造しているものを、逆に生徒増によって普通教室に戻しますので、尐人数教室を主にまず

そちらに持っていくということになると考えられます。 

 

 はい、ありがとうございました。 

 

 ほかに何か御質疑、御意見はありませんか。 

 では、私、１点。すいません。この関連して、久木中学の工事で、その別棟というのは、

生徒の自然増がおおむねいつぐらいまで予測で続いていって、その後どのように用途を転換

していくという見込みがあれば、教えていただきたいんですけど。 

 

 平成27年ぐらいまでの数値といいますか、推計で今、動いております。最終的には現在よ
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りも、ある時点からですけれども、３教室足りなくなるという部分と、先ほど申しました中

学校給食の開始に伴う施設改修というところです。基準としている数字としては、27年度ま

での数字ということで、それ以降の推計については、まだ確たる数字というのは出ておりま

せんので、多分それ以降は増えないというような想像はできるんですけれども、用途につい

て特に今の段階では、これに使うという形ではまだ考えておりません。ただ、最終的に生徒

の数が一般的には減っていく傾向にありますので、そういった段階ではいろいろ別の教育の

用途として、施設を使っていくことができるのかなと考えております。 

 

 地域の方々や保護者の方々が学校内において教育活動をするときに、場所がないという問

題が各校あると思いますので、教室のない現状では仕方がないとして、そういう場所が確保

できるタイミングがきたら、それもぜひ積極的に検討していったらいいのではないかなとい

うのが私の意見です。 

 ほかに何か御質疑、御意見。 

 

 続いての２番の質問なんですけれども、6,380万ですね。ということは、これは減価償却

で考えると、何十年ぐらいの建築を考えていらっしゃるのかな。それで考えると、今、竹村

委員長が言ったような、今後の用途の中でもいろんなことが考えられるのかなというところ

で、どんな構造のもので、どのくらいの減価償却のものがつくられるのかなというのだけは、

もしわかればお教えください。 

 

 構造としては鉄骨づくりのプレハブ工法といいまして、事前に工場でつくられたもので建

てます。プレハブというのは、ちょっとイメージがあまりよくないんですけれども、外観も

かなりしっかりしたものですし、耐用年数としては約20年ということで聞いておりまして、

実際としてはそれ以上使用できるのではないかというふうに考えております。そうしますと、

先ほど言った尐人数クラスというか、尐人数の教室で使用した後に、また別の展開ができる

というのは十分考えられると思います。 

 

 ほかに何か御質疑、御意見ありますか。 

 それでは、御質疑、御意見がないようですので、これより表決に入ります。議案第４号に

ついては可決することでよろしいでしょうか。 
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                （ 全員異議なし ） 

 御異議がないようですので、可決することに決定いたしました。 

 

 

 

 続きまして、日程第６「議案第５号逗子市立図書館協議会委員の辞任及び任命について」

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第５号逗子市立図書館協議会委員の辞任及び任命につきまして御説明申し上げます。 

 平成24年４月10日付で大内純一委員より辞任届が提出されました。このため、逗子市立図

書館協議会条例第２条の規定に基づきまして、後任の委員を提案させていただくものでござ

います。 

 後任の委員には、前任委員が学校教育関係者で学校図書館担当者であることを考慮し、池

子小学校長 松枝正樹先生にお願いしたいと考えておりますので、別紙名簿のとおり承認を

求めるものでございます。なお、逗子市立図書館協議会条例第４条の規定に基づき、任期は

前任者の残任期間である平成25年２月28日までとなっております。以上です。 

 

 はい、ありがとうございました。本件について御質疑、御意見はありませんか。 

 よろしいでしょうか。御質疑、御意見がないようですので、これより表決に入ります。議

案第５号については可決することでよろしいでしょうか。 

                （ 全員異議なし ） 

 御異議がないようですので、可決することに決定いたしました。 

 

 

 

 続きまして、日程第７「その他」を議題といたします。 

 その他、議事として何かありますか。 

 

 ４月の16日、教育委員長の代理で神奈川県市町村教育委員会連合会の総会に出席してまい

りましたので、そちらの御報告をさせていただきたいと思います。 
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 会場は小田原市で、県下の教育委員長の方々が集まって、今年度の総会を開催いたしまし

た。内容的には、役員交代がありまして、今年度の会長が横須賀市さんになられたというこ

とで、その報告と関係報告等があり、すべて順調に可決されました。前半がこういう形で、

総会が滞りなく行われまして、後半に意見交換会というのがありまして、私はその交換会の

中の席では、川崎市さんと愛川町さんと箱根町さんと同席させていただいて、短時間ではあ

りますが、意見交換会をさせていただきました。 

 そこでのお話を尐し申し上げますと、かなり市や町の規模が違いますので、抱えている課

題が非常に対処の仕方に差があったんですけれども、その中で共通していたのは、学校の、

特に先生方の負担が増えているなというのが共通の見解でした。今も図書館の委員会ですと

か社会教育委員にも校長先生がなられたということもありますけれども、学校の先生に求め

られる、いわゆる教務以外のお仕事が増加していて、そこへの対処にかなり時間、労力を使

われていることによる先生方の疲弊ですとか、そういったことに何か対処したいというよう

なことが共通のテーマでして、ただ、どちらもそのことを、課題ではあるんですけれども、

解決策があるというわけではないので、そういった体制をきちんととらえて、いい形にして

いきたいというところでは、皆さんと御意見が一致したということです。簡単ですが、以上

です。 

 

 はい、ありがとうございました。今の御報告について何か御意見や感想をお持ちの方、い

らっしゃったら。いかがでしょうか。 

 

 今、桑原委員のほうから改めて最後のほうに出ました、学校の先生方の負担増という問題、

これは逗子の教育委員会の中でも私たち教育委員としても、いかに先生方の負担を減らしな

がら、先生方ができるだけ子どもたち含めて現場の中でやっぱり自分のエネルギーをできる

だけそこに費やしていただけるような環境づくりということが教育委員会もしくは教育委員

としても非常に大切なことだろうということは話をしてきているんですが、ただ、なかなか

先ほどの話のように、具体的にどこにメスを入れていったらいいのかということが、まだち

ょっと私たちの中にも、議論の中でそのレベルに正直とどまっているということがあります

ので、ちょっと今年度はこの問題をきちっととらえ直して、過去どういう…去年のあの時期

でも、今までどういうデータで、何が変わってきたから教員は忙しくなっているのかを、あ

まり主観的なものじゃなくて、ちょっと客観的にきちっととらえ直して、それで今まで文書
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のこういったもの、書類作成とかですね、代文とか、いろいろなことが言われているんです

が、本当にどれだけ、どの程度のタイミングにさかのぼって、一忚そのデータを整理できる

か。それが先生方の負担になったら大変なことなので、それはあくまでこちらがやるという

ことですけど。一度きちっと、ちょっとその議論するきっかけは、本年度つくったほうがい

いだろうなと私も感じているので、そして当面やれるところからでも、尐しでも負担が減ら

せるようなことを、やはり私たちなりに提案していくということが必要ではないのかなと思

っていますので、ちょっとその流れはぜひともつくりたいなと思っていますので、よろしく

お願いしたいなと思っております。 

 

 この件について、学校教育課長、何かございますか。 

 

 やはりそれぞれ学校によって教諭が対忚すべき内容というのが大変増えているというのが

現実だと思います。例えば今年度は中学校でも学習指導要領の完全実施ですが、小学校・中

学校でいずれも授業時数の増加がありますし、指導内容も増えているというのが現状です。

それ以外にも保護者対忚、それから日々の事務は、やはりこれまで以上に増えていくのでは

ないかと思っております。 

 

 はい、ありがとうございました。ここ数年、このことは本市においてもずっと言われてい

ましたし、桑原委員の報告にあったように神奈川県下でも同じ問題、またはテレビや新聞の

報道でも言われているというところを見ると、全国的にも同じ悩みを抱えているというふう

に言えると思うんですよね。ということは、やっぱり根本的にシステムとして考え直さなき

ゃいけない部分と、逗子市が抱えている問題と、両方照準を当てながら改革をしていかない

と、逗子のことだけ考えて改革をしても、やっぱり県や文科省から言われてくることで、ま

たもとに戻っちゃう可能性があったりする。総合的に考えて、ただ目標としては皆さん同じ

だと思うんですが、先生の負担を減らしながら子どもに全力投球してもらう。これに向けて

進んでいくということで、教育委員会としてそれを一歩大きく進めていこうということで確

認させていただくということでよろしいでしょうか。 

 

 今の総会に、これは総会の内容じゃないんですけれども、その他のところで、小田原市の

ほうから新しい取り組みの、小田原市の教育委員長さんがかかわられているＮＰＯでの取り
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組みの話があったので、ちょっとそれだけ御報告しておきます。 

 神奈川県西部地域若者サポートステーションということで立ち上げられたんですが、いわ

ゆる若者の就労支援の活動です。小田原に今、拠点をつくって、厚生労働省や神奈川県の委

託事業として始められたということです。いわゆるニート、フリーター問題から、こういっ

た若者の就労問題もそうなんですが、昨今の就職難というところで、新たな若者の就労支援

が必要だということと、あとはいろんな説があると思いますけれども、若者たちが就職にチ

ャレンジする意欲の低下というんですかね、そういったものもかなり進んでいる。適職を探

して、すぐに勤めた会社をやめてしまうというような傾向もあるということで、それは教育

長の御報告もありましたけれども、教員についても同じような傾向にあるというところで、

そういったものを解決するような仕組みということで、いろいろな教育プログラムですとか、

相談というのをやられているということでしたので、恐らく逗子市の子どもたちも同じよう

な状況にある子どもたちがいると思いますので、今のキャリア教育に始まるかと思いますが、

こんなところを念頭に入れて、ぜひこの教育委員会としても何か取り組みができればなと思

いましたので、個人の感想としてつけ加えさせていただきました。 

 

 ほかに何かありますか。この件についての御意見が、よろしいですか。どうぞ。 

 

 今の、若者支援というよりは、若い先生方が、かつては逗子は非常に尐なかったという中

で、今、非常に若い先生方が増えてきていますので、若い先生方が今後どういった形で研鑽

を深めながら教員としてのより専門性を身につけていただくかというところが、また今、全

国各地でもその問題も一方では起こってきていて、その中で初任研であるとか、その他ベテ

ランの先生方が現場に入りながら、若干調整しながらという動きもある中で、あるところで

は若者同士が何か学び合うような関係性をうまくつくれないか。どうしてもやはり今、非常

にベテランの50代ぐらいの先生方と20代という、この世代の差異がですね、ベテランの方は

言うんだけど、なかなかそれが伝わりにくいという、両方からの声が聞こえてきていて、あ

まりにも経験豊か過ぎて、なかなか自分にうまくつかめないというのが双方向から出てくる

中で、若者がもう尐し主体的に自分たちが学べるような場を先生同士がうまくつくっていけ

るような関係というのはどうしたらいいんだろうかというところが、ある先生方の集まりの

中でもそういう議論が起こっていて、ちょっとここら辺も逗子の中でとか、または神奈川県

の中でそういう若い先生方がどうすればより主体的に学びつつ、専門性を身につけていける



 13 

のかというところも一度そんなこともきちっと議論していくということも必要なのかなとい

う気持でいます。今のところで、若干足りないところを。 

 

 学校を見ると、ちょっとある世代だけ尐し尐ない世代のところがあって、今までだったら

ちょっと上の先輩に相談するところも、すごい大先輩に相談するような、そういう時代に何

かなっているのかもしれません。逗子においてもそういった傾向があるのかもしれませんね。

そういったことも含めて、何か対策をお考え…教育長いかがでしょうか。何か御意見あった

ら。 

 

 本当に今、若い先生がいっぱいいるんで、先ほど言った不祥事の問題も、これに絡む可能

性もあるわけです。そういう点では、仕事がすごく多いというだけじゃなくて、学校の中の

ベテランの先生と若い先生とのコミュニケーションというんでしょうかね。そういうものを

校長さんを中心に、積極的に、今まで以上にやっていくということがまず第一歩かなと、そ

んな感じがしています。 

 

 はい、ありがとうございます。ほかに何かありますか。 

 では、その他、ほかに何かお持ちの方、いらっしゃいますか。 

 

 それでは、スポーツ課から、第57回逗子市健康まつり市民運動会について御案内申し上げ

ます。 

 日時につきましては、平成24年５月20日（日曜日）、午前９時30分から、場所は第一運動

公園自由運動広場でございます。予備日は翌週の27日（日曜日）です。主催は逗子市教育委

員会、主管は逗子市スポーツ推進委員協議会です。この健康まつり市民運動会は、家族そろ

ってスポーツを楽しみ、健康で明るく、楽しい家庭をつくり、生き生きとした、活力ある地

域づくりの輪を広げることを目的としております。当日の参加者は2,000名を予定しており

ます。平成23年度の延べ参加人数は4,500名でした。当日は午前９時30分に運営委員会の開

会宣言を行い、教育委員長の主催者あいさつ、来賓各位のあいさつなど、９時50分ごろから

みんなで体操を開始いたします。雤天等による延期の場合は、当日午前７時30分ごろまでに

電話連絡をする予定です。委員の皆様にはぜひ参加をしていただきたいと思います。以上で

す。 
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 はい、ありがとうございました。この件につきまして何か御質疑ありませんか。 

 

 ちょっと今、名前忘れてしまったんですが、新しい取り組みをされる、逗子全体のスポー

ツの祭典のような企画も考えていらっしゃるということだったので、そういった意味で今年

度、この例えばこれは歴史のある運動会だと思うんですけれども、こういったところで新し

い取り組みを反映されている工夫ですとか、そういった今後に向けての取り組みがあれば、

伺いたいと思います。 

 

 今、委員がおっしゃられるのは、スポーツの祭典という事業のことをおっしゃられたんだ

と思いますけれども、24年度はスポーツを楽しむまち推進協議会で、それを検討する年にな

りますので、この健康まつりを絡めた行事を検討していきたいとは思っております。 

 

 たしか地区運動会も、各地区であると思うんですが、地区運動会それぞれ特色があってお

もしろいですけれども、そこの部分についても総合的に見直しをする際に含まれますか。 

 

 地区運動会につきましては、長年の歴史がありますので、この健康まつりと一緒にするの

か、切り離すのかは、これから検討していきたいと思います。 

 

 そういう検討の材料にはなっているということですね。ありがとうございます。あともう

１点は、すいません。これ、開会式が長いなといつも思っていて、私もあいさつするらしい

んですけど、含めて、ちょっとその辺も、今年はもう無理かもしれませんけど、御検討いた

だければいいかなと。 

 

 実行委員会とともに検討させていただきます。 

 

 本件について、ほかに。 

 

 今、この本件そのものじゃないんですが、例えば５月20日という日程と、きょうが例えば

４月20日というと、ちょっとこれは私たち教育委員のほうできちっとやらなければいけない
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と思っているのは、いろんな活動があるんですが、１カ月前だと私なんかもうほとんど入っ

ちゃっていて、動けなくなっちゃっている。もし年間を通して教育委員が何らかの形でかか

わったほうがいいというものが、もう既に日程として決まっているものがあれば、一度すべ

ての活動に対して、この１年間の日程を、もう決まった段階で、できるだけ早くお知らせい

ただければ、あらかじめ予定が入れられるんですが、１カ月、２カ月前ですと、やっぱり予

定が入らないケースが非常に多くなっていますので、ちょっとほかの方々の中でも何かそう

いう委員会だとか、これは教育委員に出てほしいというようなものがあれば、できるだけ早

めにお教えいただけたらありがたいと思いますが。 

 

 健康まつりに関しましては、実は３月に実行委員会が開かれまして、そこで日程が正式に

決まりますので、どうしても・・・ 

 

 やはりこの時期になってしまうんですね。 

 

 ただ、その決まった時点でお知らせするようにいたしますので。 

 

 わかりました。またほかのほうでも、何かいろいろなプログラムがありましたら、できる

だけ早めに教えていただけたらと思います。 

 

 ちょっと、これに関連してスポーツ課長、よろしいですか。これも名前を忘れてしまって、

非常に恐縮なんですけど、笹川財団と一緒にスポーツを取り組んだ人数を競うイベントのほ

うの進捗状況というか・・・ 

 

 今言われたのが、チャレンジデー2012ということで、５月30日（水曜日）に開催されるこ

とですね。現在まで実行委員会を４回開催しまして、詳細を詰めているところでございます。

スポーツ課といたしましても、各団体と、あと町内会・自治会を回りまして、御説明かたが

たチラシのほうを配付させていただいております。また、５月号「広報ずし」で特集号を組

みまして、チャレンジデーのお知らせをする予定でございます。また、ホームぺージについ

ても、きょうもしくは近々に立ち上げてアップをして周知に努めたいと思っております。以

上です。 
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 ありがとうございました。 

 

 よろしいですか。ほかに御質疑、御意見はありませんか。 

 その他、議事として。 

 

 市立図書館の特別整理期間、これは棚卸しに当たる蔵書点検を行う期間ですが、その変更

について御報告申し上げます。逗子市立図書館条例施行規則第３条第１項第４号で、４月中

と規定されている特別整理期間の実施を、本年度は10月９日から17日に実施するとしたもの

です。なお、「広報ずし」、図書館のホームぺージ、図書館内の掲示等で利用者への周知徹

底を図ってまいります。以上です。 

 

 本件について御質疑、御意見はありませんか。よろしいですか。 

 その他、議事として何かお持ちですか。 

 

 学校関係のことで、ちょっと２点ばかりなんですが。１点は、先ほど新学習指導要領とお

っしゃったんですけれども、中学校のほうで、いよいよ体育のほうでは新しい武道とダンス

というものが始まって、マスコミ等でもいろいろな記事を拝見するんですが、逗子市での今

の現状というものと、あともう１点は、やはりこちらも発表等ありましたのは、放射能の基

準値が決定というのが、数値が改定されたというところでは、給食等の対忚をどうされてい

るかというのをちょっと伺いたいと思います。 

 

 まず、市内の３中学の本年度、平成24年度の体育の実施内容についてですけれども、逗子

中学校は武道では、剣道と柔道を選択制で実施する予定です。久木中学校と沼間中学校につ

いては柔道を行います。各学校によって指導計画がございますので、逗子中学校は１月から

３月冬に、実施時間は12時間程度を予定しております。久木中学校は11月から１月ぐらいを

めどに、実施時間は８時間程度。沼間中学校は11月から12月にかけて９時間程度取り組みと

なっています。それぞれの学校においては、安全な指導のために、校内研修・校内研究等を

昨年度から実施しています。実は文部科学省から３つの研修資料が配られています。全日本

柔道連盟から「柔道の安全指導」、それから日本武道館から「けがをさせない柔道指導、安
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全な授業の確認」、それから「柔道の授業の安全な実施に向けて」。資料等は昨年度のうち

に各校に渡っております。これを使って指導に当たるということで、研修等を行っています。

また、神奈川県としても６月の４日（月曜日）ですが、県の総合教育センターで、元金メダ

リストの柔道の山下選手に来ていただいて、体育の先生方を対象に研修会を行う予定です。

それぞれの学校では、柔道ですと柔道着の着方という基本的なことから、寝わざといったも

のを中心に行います。また受け身なんですけれども、受け身、寝わざ指導をやっていきます

が、今問題になっているのは、だいたいの部分は投げわざだと思うんですね。投げわざにつ

いては、各学校とも、まだそこまでは指導はいかない。仮にやるとしても、技能の習熟の差

がありますから、その辺を見きわめた上で行い、やるとしても、立ちひざというんですか、

立ちひざでの状態から、こういうふうに力を入れるとこう転ぶんだ。そのときにはこう受け

身にするんだというように、その実施の内容等を考えて行うということです。そういった形

で各校とも安全指導をやっていくということを今は伺っております。以上です。 

 

 あと、ダンスもいろいろな取り組みがあるというので、もしダンスのことをわかれば、教

えていただけますか。 

 

 ダンスにつきましては、体育そのものが男女共修になった時点から、各中学校である程度

取り組んでいます。今回の学習指導要領では、フォークダンスのほかに創作ダンスが入って

います。創作ダンスについては、以前から男女共修の中で、グループをつくって、体育の先

生の授業の指導の中で、ダンスをするに当たってのテーマを設定します。例えば集合と離散

とかというテーマでしたら、３分間の曲を自分たちで設定して、それはヒップホップでも何

でもいいんですけれども、集合と離散についての自分たちの基本的な動き、例えば円で集合

するのかとか、どういうふうに離散していくのかというような、テーマに沿った創作ダンス

をつくっていきます。ダンスというと女の子というイメージが強いんですが、最近の子ども

たちは男の子もすごくダンスは好きで、運動会、体育祭などでは集団演技というのがありま

すが、あのような集団演技を男の子たちは率先して企画し、動きをやっています。ダンスの

授業においては、かなり男女仲よく、グループでダンスの授業に取り組んでいます。指導時

間につきましては、大体、先ほど申し上げました柔道・剣道等の時間に匹敵するような時間

です。ただ、３年生になりますと、武道もダンスも選択になってきますので、必ずしもどの

学校も同一に取り組むとは限りません。 
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 ありがとうございました。 

 

 ほかに何かありますか。 

 

 放射線のこと、よろしいでしょうか。放射線の測定についてですけれども、この４月に厚

生労働省の医薬食品局安全部局から、放射線を含む食品の被曝線量の上限が変えられました。

一般食品は100ベクレル／キログラム、牛乳は50ベクレル／キログラム、飲料水については1

0ベクレル／キログラムということになりました。それに伴いまして、本市では昨年より続

けております食材検査について、今年度は業者に委託し、より計測の精度を上げる形で実施

しております。既に牛乳の検査、それから１週間の給食のまとめたものの検査、それから昨

日については食材のだいこんについての検査をしましたが、今回の検査では、下限値という

検出の精度が非常に上がりまして、今年度は0.6から0.8ベクレルのものまではかれるという

精度を持っているところに委託しておりますが、いずれも不検出ということを伺っておりま

す。 

 

 ありがとうございました。 

 

 いかがですか。ほかによろしいですか。 

 それでは、以上でその他については終わります。次回の定例会についてですが、５月18日

（金曜日）を予定しておりますが、決定については改めて委員に御通知いたします。 

 それでは、日程第３「報告第９号平成24年度逗子市奨学金受給者の給付決定について」を

議題といたします。 

 お諮りいたします。本件につきましては奨学金受給者の氏名等個人情報を取り扱うため、

秘密会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声多数 ） 

 御異議なしと認め、秘密会といたします。よって、傍聴されております皆様及び議案に関

係する職員以外の方は退席をお願いいたしますので、暫時休憩いたします。 

                 （ 休      憩 ） 

                 （ 再      開 ） 
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 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 以上で本日の日程はすべて終了しました。これをもちまして教育委員会４月定例会を終了

いたします。ありがとうございました。 

 


